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午前１０時１６分 委員会開会 

○委員長（清水  寛） ただいまから総務委員会を

開会いたします。 

 まず初めに、福田議員より傍聴の申出があります

ので、これを許可しております。また、報道機関か

ら取材の申入れがあり、それも許可しておりますの

で、ご了承願います。 

 委員の皆さんは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダー、ホーム、総務委員会、総務０５．０１．１９

が本日の委員会のフォルダーとなっておりますの

で、そちらのほうをご確認いただけますか。大丈夫

ですか。 

 それでは、委員の皆さん並びに当局職員の皆さん

は、質疑、答弁に当たりましては、要点を押さえ、

簡潔明瞭に行っていただき、スムーズな議事進行に

ご協力をお願いいたします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、分

科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字

を名のってから行っていただきますようよろしく

お願いいたします。 

 これより、３、協議事項、（１）付託・分担案件

の審査について、ア、委員会審査に入ります。 

 まず、第１号議案、豊岡市事務分掌条例等の一部

を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） それでは、議案書の

３ページをご覧ください。第１号議案、豊岡市事務

分掌条例等の一部を改正する条例制定についてご

説明いたします。 

 この条例案は、本市の組織、機構についての見直

しに伴い、豊岡市事務分掌条例を含む３つの条例に

ついて所要の改正を行うものです。 

 １２月議会において一度提案させていただいた

後、撤回させていただいており、このたび、再度ご

提案させていただくものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。まず、前議案から

変更した部分のみ条例案でご説明いたします。豊岡

市事務分掌条例第１条第１項第１０号を、「産業経

済部」から「コウノトリ共生部」に変更いたします。 

 ６ページをお願いいたします。第２条第１項第５

号のくらし創造部のエについて、「環境保全」とし

ていたものを「環境衛生」に表記を改め、コウノト

リ施策に関する事項を削除しております。 

 また、その下になりますが、第１０号の「産業経

済部」を「コウノトリ共生部」に変更し、くらし創

造部で所管することとしていたコウノトリ施策に

関する事項、エになりますが、コウノトリ施策に関

する事項及びオとして環境施策に関する事項を加

えております。 

 ８ページになります。附則の第４項になりますが、

豊岡市交通安全対策会議条例の一部改正について

で、第６条について、「危機管理部」としてしたも

のを「くらし創造部」に変更しております。 

 ９ページをお願いいたします。第１１項、豊岡市

環境審議会条例の一部改正については、第９条につ

いて、「くらし創造部」としていたものを「コウノ

トリ共生部」に変更いたします。 

 なお、コウノトリ共生部が残ることにより、前条

例の附則で規定していました豊岡市農業振興審議

会条例、豊岡市林業振興審議会条例、豊岡市水産業

振興審議会条例についての改正はございません。 

 次に、資料でご説明をさせていただきたいと思い

ますので、１月１０日の議員説明会の資料をお願い

いたします。 

 この資料につきましては、１月１０日から変更な

く現在に至っております。改めてご説明をさせてい

ただきますが、１ページで、今回の組織改編に伴う

基本方針を示しております。 

 視点については、後段、４点記載をしておりまし

て、まず１つとして、基本構想、市政経営方針を一

層推進するため、戦略体系に沿った組織とすること

としております。この基本構想は、戦略目的に、「小

さな世界都市－Ｌｏｃａｌ ＆ Ｇｌｏｂａｌ 

Ｃｉｔｙ－」としておりますので、まさに、これを

推進していくものとしております。 

 ２として、市民の利便性の向上、３として、行政

組織の経営変革、４として、アフターコロナへの対
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応を掲げて、こういったことに対しての組織改編と

いうことで、まず整理をしております。 

 ３ページ以降については、部とか所掌する主な業

務を記載しておりますが、４ページをご覧ください。

こちらも、前回の議案から変更したところでご説明

をさせていただきます。先ほどとかぶりますが、４

ページのくらし創造部では、コウノトリ共生課が外

れ、また、危機管理部で所掌するとしていた交通安

全について、これは生活環境課に戻して、現行と同

じ体制ですることとしております。 

 続きまして、７ページをご覧ください。７ページ

の上の囲みのところですが、ここは産業経済部とし

て経済課と農林水産課を配置しておりましたが、部

名をコウノトリ共生部に改め、くらし創造部で所管

するコウノトリ共生課を合わせて所掌し、経済課も

現行の環境経済課とするものでございます。一次産

業から三次産業までを１つの部として、稼ぐ力をつ

くる部であることは同様です。これに環境政策を加

えて、環境創造型農業、環境経済戦略を一体的に行

っていくこととしております。 

 議案書の７ページにお戻りいただけたらと思い

ます。議案書７ページの上段にあります第２条につ

きましては、豊岡市教育に関する事務の職務権限の

特例に関する条例の一部改正についてでございま

す。これは、図書館及び青少年センターの設置、管

理及び廃止に関する事務を、市長から教育委員会の

職務権限とすることを定めております。 

 その下、第３条は、豊岡市立生涯学習サロンの設

置及び管理に関する条例の一部改正についてです。

生涯学習サロンの管理に関する事務を、市長から教

育委員会の職務権限にすることを定めております。

これは生涯学習サロンの設置目的が生涯学習の推

進と振興ということから、教育委員会の所管とする

ものでございます。 

 次に、附則についてでございますが、第１項で、

この条例の施行期日を令和５年４月１日とするこ

とを定めております。 

 第２項及び第３項は、条例改正に関し、必要な経

過措置を定めております。 

 第４項から第１２項までは、関連条例について、

所要の規定の整備を行うことについて定めており

ます。 

 なお、１２ページから３０ページに、新旧対照表

を添付しておりますのでご覧いただければと思い

ます。 

 私からの説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） すみません、ちょっと先ほど

の本会議でも、浅田議員や木谷議員が質問されてた

ことと重複する部分もございますが、ちょっと確認

させてください。 

 一番懸念というか、名前が地域コミュニティ振興

部、こちら、課も部も含めて名前がなくなるという

ことに、ちょっと地域の方々が少し、特にコミュニ

ティに携わっておられる方なんかからご意見を聞

きますと、どうなるんだろうというようなご意見を

たくさん聞きまして、ちょっとそこで確認させても

らいたいんですけど、地域コミュニティに関して、

市の関わりが今後薄れていくというようなことは、

特にないと言い切っていただけるんでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） そのような懸念はご

ざいませんでして、より幅広くやっていくというこ

とでございます。特に、地域コミュニティについて

は、条例で市の関わりですとか地域コミュニティの

役割というものを定めておりますので、それが弱体

化するとか後退するということはないと考えてお

ります。以上です。 

○委員長（清水  寛） 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） それと、最近、地域コミュニ

ティで会議をした場合に、当局側に参加してくださ

いという案内を出して、今までは旧豊岡地区以外で

したら、振興局から来られたりだとか、振興部から

来られたりとか、どなたかは大体来られてたんです

けど、最近、「ちいきのて」っていうところに業務

委託してる関係で、そこの方は来られるけど、職員
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さんがあんまり来られなくなったというような声

もちょっとありまして、ちょっと市が関わりを、距

離を置いているのかなという疑問も少し持ってお

られる方もいらっしゃいましたので、その辺も併せ

て、本当、浅田議員が先ほどおっしゃっておられた

ように、コミュニティは人づくりが基本になると思

いますんで、ぜひ、名前は変わることはあっても、

中身は何とか市と、そこには密接に関わっていただ

きたいという要望というかお願いをして、ちょっと

質問を終わらせていただきます。すみません、以上

です。 

○委員長（清水  寛） ほかございませんか。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） せっかく消防署来とんなんの

に、危機管理部、アフターコロナ対応、書いてある

んだけど、上に。ほんなら、インフルエンザとかあ

んなんは関係ないのか。それと、危機管理部という

のは、どういうふうに受け取っておられるのかお聞

きしたいんだけども。 

○委員長（清水  寛） 今、松井議員より傍聴の申

出がありましたので、それを許可しております。皆

さん、ご了承ください。 

 井﨑消防長。 

○消防長（井﨑 博之） すみません、ちょっと質問

がよく……。もう一度お願いしてよろしいでしょう

か、すみません。 

○委員長（清水  寛） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 危機管理部いうのは、消防署

とは関係ないということか。 

○消防長（井﨑 博之） すみません、はい。（「そ

うですね、消防ですからね」と呼ぶ者あり） 

○委員（木谷 敏勝） ああ、そういうことか。 

では、どういう立場で、今出席しとんなるの。（「こ

の次の予算で」「次の議案の」と呼ぶ者あり） 

 あ、次の議案で。分かりました。 

○委員長（清水  寛） 木谷委員、よろしいですか。 

○委員（木谷 敏勝） もう一回。 

○委員長（清水  寛） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 先ほども質問しましたけど、

コウノトリ共生部で、それで、非常にぶら下がりが

ごっつう多いねん。農業・林業、商業・工業、経済

施策、コウノトリ施策、環境施策と、すっごいあれ

で、市長からの説明では、それぞれの課で確実に対

応できるというふうに聞いてるんだけど、大丈夫な

んですか、それは。もう一度お願いしたいです。 

○委員長（清水  寛） 塚本部長。 

○政策調整部長（塚本 繁樹） 市長が申しましたよ

うに、それぞれの課長がまず責任を持って、そうい

う自覚を持ってやってもらうということで、その取

りまとめは、それは部長にはなるとは思うんですけ

ども、それぞれの各課長が、そこはしっかりとやっ

てもらうということで対応するということでござ

います。以上でございます。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（木谷 敏勝） はい、分かりました。 

○委員長（清水  寛） ほかございませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今の木谷委員の質問の続きみ

たいになるんですが、各課長がしっかりやるから問

題ないというふうにおっしゃったんですけども、先

ほど、一遍、組織の形態の説明の資料が、どないし

たら出てくるか知らんだけど、課がもう名前が入っ

てますね。あれはもう確定ですか、課も係も。この

議案としては、部までしか、ですから、課や係が確

定だったら、その中で、今の木谷委員が言われた心

配も残っちゃうんです。たった３つしか課がないで

しょう、この案でね。こんなもんでできるんかなと

危惧するんですが、どうですか。 

 それと、この課、係はいつの時点で確定をするの

かなと。４月１日から動き出す組織ですから、課、

係が確定をしないと、人事異動も含めてできません

よね。いつの時点で確定ですか。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 課については、この

資料で出させていただいてるところで、ほぼ確定と

思っていただいたらと思います。 

 係についても、今、最終調整をしておりまして、

来週には決定の場を設けて、来週には内定をして、
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その後、この条例通りましたら、規則改正をして、

２月の頭には正式に決定ということに予定してお

ります。以上です。 

○委員長（清水  寛） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 課がほぼ確定だと言われれば、

余計に、例えばコウノトリ共生部の下に環境経済課

がありますが、この環境経済課っていうのは、現時

点の環境経済部が課に事実上なると。中身が変わる

か知りませんが、この環境経済課の中で書いてある

経済政策、内発型産業育成、商工業振興、特産業、

企業誘致、相当の係がこの課の下に出てくると。じ

ゃないと、これは回っていかないんじゃないかな思

うんですけども、そんなことありませんか。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 現在も環境経済部の

中に環境経済課と大交流課がございまして、環境経

済課の業務がそのままこちらに移行するというこ

とになります。現在は４係ございまして、その中の

１つが定住促進係になっております。ここの定住に

ついては、くらし創造部のほうに移行しますので、

現行と同じ内容になります。ですから、今の環境経

済部の半分、大交流と環境経済、さらに環境経済の

中の１つの係が抜けるということで、そういったこ

とも併せて、この３課でいけるというふうにしてお

ります。以上です。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○委員長（清水  寛） ほかございませんか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） 教育委員会のところで、学校

教育課と幼児育成課のところなんですけれども、最

初の説明会で、私が年齢で分けては、子供というの

が分かりにくいから、小学生以上の学校という名前

と幼児で整理するというようなご説明、一番最初の

説明会であったかと思うんですけれども、その後、

議論を深めていって、先日の勉強会で、教育長のご

意見を伺いましたところ、学校教育と保育のところ

で分けるんだと言われて、あ、そうやったんかと思

ったんですけれども、そうなって、それはそれで、

この分け方で、それだとええと思うんですけれども。

そうすると、放課後児童クラブの子供たち、小学生

なんだけど、幼児に分類されてる、ちょっとまだ前

の子供という大きなくくりやったら不自然感がな

かったんですが、ちょっと不自然感は残るんですが、

もう、これはこのままいくっちゅうことで、念のた

めの確認です。よろしいですか。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 最初の説明のときに、

やはりこども未来部ができる関係で、そちらと教育

委員会の分けをしっかりしたいということから、子

供というのをこども未来部につくると。そのために、

分かりやすく学校教育と幼児育成にしたという経

過で、そのとおりでございます。 

 この課名ですけれども、義本委員からもご意見い

ただきましたけれども、この前、教育長が申し上げ

ましたとおり、そこの内訳は、分けというか体制自

体に今問題がないということと、やはり実際に児童

も、幼稚園児も入ってるということから、この名前

でいかせていただきたいというふうに思っており

ます。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（義本みどり） はい、結構です。 

○委員長（清水  寛） ほか。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 市民課が７月までそのままに

なるというのと、４月の再編と、このうまいこと移

行できるのかどうか。どういうんかな、想像つけへ

んのだけどな、今まであるのがこうあって、４月か

ら新しい部ができて、そして、次に、７月にはちょ

っと、１つのとこだけがずれとるというのが、どう

いうふうに対応されるんでしょうかね。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 本当は４月１日から

スタートしたいところですけれども、やはり窓口の

混雑ですとか、そういったことを考えて、７月から

延ばすこととしております。 

 実際に、市民課の中に、市民係と国保・年金係が

ございまして、そこがちょうど窓口サービス課と国
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保・年金係に分かれるというイメージでございます

ので、内部的には、それを見越した形で、しっかり

と４月以降も備えて進めていくということで考え

ております。市民向けにも、その辺りは混乱のない

ように、しっかりとＰＲしていきたいというふうに、

周知していきたいというふうに思っております。 

○委員長（清水  寛） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 確認なんだけども、それだけ

ずれる要因は何なんだ。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 一つは、まず、オペ

レーションといいますか、体制が変わって、今です

と、窓口に来られると、市民課で受付をして、関連

するところの国保は、また次のところに行って、名

前を書いたりと、順番にこう動いていく。それを、

今度はフロアマネジャーという人を置いて、まず、

内容を聞いて、その窓口に来られたら、１か所で名

前を書けば、必要なところに手続ができるというよ

うなことを考えております。 

 それをしようと思うと、まず、フロアマネジャー

というところの研修といいますか、その流れの確認

も必要になります。あるいはレイアウトも変える必

要があるというのが、まず１点です。 

 もう１点は、やはり３月、４月、５月までが、学

生の移動とかで非常に窓口が混雑をしますので、そ

こを合わせて、また、混雑がさらに増えることがな

いようにということで、３か月間遅らせてスタート

させるということでございます。 

○委員長（清水  寛） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） かえって市民が混乱すること

はないですね。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 混乱することがない

ように、しっかりとやっていきたいと思っておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） 今の木谷委員がおっしゃって

た部分のところなんですけれども、窓口業務って、

すごくここがたくさんになるわけですよね、内容が。

たくさんになってくるかと思うんですけれども、対

応する職員さんが、すごい混乱をしてしまって、か

えって市民さんに迷惑をかけるっていうこともあ

りますので、慎重に、１つずつ丁寧に進めていただ

ければと思います。これは要望です。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

 それでは、特にないようですので、質疑を打ち切

ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。 

 よって、第１号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

   午前１０時３９分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時３９分 分科会開会 

○分科会長（清水  寛） ただいまから総務分科会

を開会します。 

 これより、３、協議事項、（１）付託・分担案件

の審査について、イ、分科会審査に入ります。 

 第２号議案、令和４年度豊岡市一般会計補正予算

（第１０号）を議題といたします。 

 第２号議案中、当分科会に審査を分担されました

のは、所管事項に係る歳入歳出予算補正、繰越明許

費補正及び地方債補正についてであります。 

 それでは、当局の説明を求めます。 

 上田次長。 

○消防本部次長（上田 有紀） 議案書の３１ページ

をご覧ください。第２号議案、令和４年度一般会計

補正予算（第１０号）について、消防本部関係分に

ついてご説明をいたします。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ３億３２０万円を追
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加し、歳入歳出総額を５２４億１，６４０万９，０

００円とするものでございます。第２条で、繰越明

許費の追加、第３条で、地方債の変更を行っており

ます。 

 それでは、順にご説明をさせていただきます。 

 ４４ページ、４５ページをご覧ください。歳出で

ございますが、下の表の９款消防費の消防施設費の

説明欄、城崎分署消防設備・施設整備事業費の３２

０万円は、城崎分署の高規格救急自動車の救命資器

材として配備しております自動心臓マッサージ器

が故障したことに伴い、救急車に必要不可欠である

資器材を更新するものでございます。 

 戻りまして、４２ページ、４３ページをご覧くだ

さい。歳入につきましては、下の表の２３款市債の

消防債といたしまして、消防防災施設整備事業債を

全額充当するものでございます。 

 戻りまして、３４ページをご覧ください。第２表、

繰越明許費補正についてでございます。自動心臓マ

ッサージ器の納入納期が、年度内での納品が困難と

なる可能性がありますので、全額を繰り越すもので

ございます。 

 続いて、３５ページをご覧ください。第３表、地

方債補正といたしまして、消防防災施設整備事業債

を活用するものでございます。 

 次に、２０２２年度一般会計補正予算（第１０号）

の概要について、自動心臓マッサージ器の事業概要

を載せておりますのでご覧ください。 

 ３ページでございます。ページ下方に、自動心臓

マッサージ器と救急車内使用イメージの画像を掲

載しておりますのでご清覧ください。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） さっきは失礼しました。 

 これ、遅れるいうのは、いつ頃納品予定、来年度

の。 

○分科会長（清水  寛） 川見参事。 

○消防本部参事（川見 真司） 業者のほうに確認を

するところによると、年内の、間に合う可能性がな

いわけではありませんというふうなことは聞いて

るんですけども、ただ、必ず間に合うかって言われ

ると、そこの部分は、最大限努力をいたしますが、

来年度に繰り越す可能性もありますというふうな

ことで聞いてます。はっきり言いますと、年内に間

に合うのかって言われると、分からないというふう

な状況で、繰越明許というふうなことでお願いをし

ております。以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） こういう器具っていうのは、

もう特定の医療機器しかないということですわね。

いろんなとこがあって、どうのこうのと違って、も

う、これお願いしますっていうことしか業者はない

ということですよね。 

○分科会長（清水  寛） 川見参事。 

○消防本部参事（川見 真司） まず、業者について

は、卸してるところはたくさんあるんですけども、

製造元、製造する業者については、器種はあまりあ

りません。２種類程度というふうな、私の考えです

けども、２社及び３社、３社ですかね、この自動心

臓マッサージ器というのを製造してるメーカーは

３社あります。それぞれ長所短所というのはありま

すけども、３社というふうなことで聞いております。

以上です。 

○分科会長（清水  寛） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 現在は、何かリースで間に合

わせとると、故障したわけですね。 

○消防本部参事（川見 真司） はい。 

○委員（村岡 峰男） 故障して、現在は、何かリー

スを借りてやっとると。それではやっぱりあくまで

もリースやから、きちっと購入するというのが今度

の議案だとは思うんですが、リースでやっとるいう

ことは、同じ、これまでからの、前からの製造メー

カーの品物でリースをしてましたと。ですから、ま

た同じところに発注するんだから、いわゆる、そん

じょそこらに、どこでもあるもんじゃないだけに、

期間が、時間がかかるんでしょうけども、何が言い

たいかいったら、今の現在のリースのとはまた違う
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んですかっていうことが。 

○分科会長（清水  寛） 川見参事。 

○消防本部参事（川見 真司） まず、今につきまし

ては、今現在、城崎分署が使っている同じメーカー

から、代替器を借用して活動をしてるというふうな

ことにはなります。以上でございます。 

○委員（村岡 峰男） よろしいですか。 

○分科会長（清水  寛） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 借用しとるんだったら、それ、

そのまま購入したらあかんの。 

○分科会長（清水  寛） 川見参事。 

○消防本部参事（川見 真司） 借用しているものを

そのまま購入というのは、多分基本的にはできなく

て、そのまま、それは、あくまでもリースというか

貸す用の器械ですので、そういうのを多分買い取る

ということは難しい。買うのであれば、やはり新品

を買ってくださいというのが通常だとは思います

けども。以上です。 

○委員（村岡 峰男） はい、分かりました。 

○分科会長（清水  寛） よろしいですか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） この器械、大体耐用年数って

いったら、減価償却とか、大体あるんですかね。ど

んなもんですか。 

○分科会長（清水  寛） 川見参事。 

○消防本部参事（川見 真司） まず、耐用年数いい

ますか、医療器械については、基本的には耐用期間

というふうなことでなっておりますけども、５年も

しくは８年というふうなことで聞いております。以

上です。 

○委員（義本みどり） はい、結構です。 

○分科会長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（義本みどり） はい。 

○分科会長（清水  寛） ほかございませんか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 異議なしと認めます。 

 よって、第２号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 以上で本日の審査は終了しました。 

 ここで、委員の皆さん、当局の皆さんから、何か

ございましたらご発言をお願いします。よろしいで

すか。 

 それでは、当局の皆さんはご退席いただいて結構

です。ご苦労さまでした。 

 ここで分科会を暫時休憩します。 

   午前１０時４８分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時４８分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） それでは、委員会を再開し

ます。 

 これより、協議事項、（２）意見・要望のまとめ

について、ア、委員会意見・要望のまとめに入りま

す。 

 当委員会に審査を付託されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで、委員会意見・要望として、委員長報告に

付すべき内容についてご協議をいただきたいと思

います。 

 暫時休憩します。 

午前１０時４８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時４９分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） それでは、会議を再開しま

す。 

 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） 要望書としましては、第１号

議案、豊岡市事務分掌条例等の一部を改正する条例

制定について、基本構想、市政経営方針の一層の推

進を図るため、部を再編する豊岡市事務分掌条例等

の一部を改正する条例制定議案において、コミュニ

ティ振興課の廃止による地域コミュニティ施策並

びに市長部局から教育委員会へ移行する社会教育
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関連施策の停滞や膨大が懸念されることから、事業

成果を注意深く観察し、再度の再編を含め、適切な

対応に努められたい。また、組織再編に伴い市民に

おける手続及び申請に混乱が生じないよう、最善の

配慮を求めるということです。 

○委員長（清水  寛） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） さっきも質問したんだけど、

コウノトリ共生部の名前だけが変わるんじゃなく

て、これから、今後もコウノトリを豊岡市のシンボ

ルとして、引き続き象徴として市政運営の柱に添え

るということと、それから、みんなが不安に思って

いる各課、ボリュームが非常に大きくなるんじゃな

いかという懸念を持っておるので、その再編に当た

っては、課の充実、今まで部だったのが課になると

いうことだから、そこら辺の課の充実をしっかりと

図っていただきたいということも添えてほしいで

すな。 

 それから、さっき森垣君が言ったように、混乱い

うのは、さっき初めて聞いたけども、４月から７月

になるのには、特定の人を何かして、その訓練に時

間がかかるなんて初めて聞いて、だから、そんなこ

とになって、市の市民課、職員も混乱せえへんかな。

また、それを見て、来る市民も、そんなスムーズに、

一番忙しい時期に本当に対応できるように、しっか

りと取り組んでもらいたいということは添えてほ

しいと思うんですけど。いかがなもんでしょうね。 

○委員長（清水  寛） ほかどうですか。 

○委員（義本みどり） ほかもいいですか。 

○委員長（清水  寛） 義本委員。 

○委員（義本みどり） こども未来部のことなんです

けども、もともとあった福祉部局とか教育委員会と

かの連携をしっかりするとはおっしゃってるんで

すけど、そこは本当にしっかりしていただきたいな

というような、今まであった部局との連携が途切れ

ないように、より、何て言ったらいいんだろう、言

葉が思いつかないんですけど、何かそういうことも

入れていただければと思います。（「連携をせえと

いうことだよね」と呼ぶ者あり）より強固な連携と

か、何か。 

○委員長（清水  寛） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 今あるのがなくなったり、変

わるということは、やはりどっかで不安が起こるわ

けだから、それはやっぱり、先ほどスムーズに移行

できたり、より便利になるとか、よりサービスが向

上するとかいう方向に持っていってもらうよう、最

大限の努力を期待するとかね、お願いいうようなこ

とは、１つの部署を出して、全てにおいて、それを

当てはまる分で、強く要望するぐらいなことはまと

めていただいたらええちゃいますか。 

○委員長（清水  寛） 森垣委員、もしあれだった

ら、ペーパーもらうということで。すみません、ち

ょっとようメモしきれへんかった……。 

○委員（木谷 敏勝） まあ、あとは正副に任せます

わ。 

○委員長（清水  寛） そうですね。今もらってる

分についての内容と、あと、そうですね、混乱がな

いということが１点あると思いますし、今、義本委

員が言われた内容での連携、これは、子供の部分と

福祉とっていうだけではなくて。 

○委員（義本みどり） なくて、全部ですね。 

○委員長（清水  寛） 恐らく環境の部分も、くら

し創造部に残る環境と、要はコウノトリ共生部に残

る環境というのもありますし、やっぱり恐らく、縦

割り行政なんで、そういう部分というのは常にある

と思うんです。だから、そういう意味では、まさに

それぞれの部署ごとの連携というところをしっか

り念頭に置いてもらっての、最後、木谷委員が言わ

れたように、より便利に、サービスが向上するよう

に、最大限の努力を期待するというようなことを一

番最後の言葉としては入れる感じでどうかなと思

います。（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（木谷 敏勝） 結構、組織再編いうのは大き

な議案だから、意見も短くしてもらうのはいいんだ

けども、きっちりがあっと言って、議会としてしっ

かりと、組織再編に対してはこれだけのことは言っ

てあるいう、それぐらいな思いで正副に任せたいで

すな。 

○委員長（清水  寛） 今、コミュニティの部分も
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あったんですし、今の子供の部分もありましたし、

先ほど言ったように、その辺も含めてのところでい

えば、今、社会教育の部分というのを、小出しです

とそこだけになりかねないんで、もうちょっとこの

辺の言葉は、もっと全体の言葉に持っていく中で、

もうしっかりとその連携をしていくというような

とこら辺を、恐らくそういうところがＤＸとかが担

ってくる部署としてなるんだと思うんですけど、そ

の辺の言葉も入れずに、何とかちょっと文面を考え

ていこうと思います。 

○委員（森垣 康平） ただ、部として明らかに、コ

ミュニティ振興部は、振興課も含めてなくなっちゃ

うんで、コミュニティはちょっと入れておいてほし

いと思ってます。 

○委員長（清水  寛） 入れときたい。はい、分か

りました。 

○委員（森垣 康平） あからさまになくなるのはそ

こなので。 

○委員（木谷 敏勝） 早終わってあげにゃまとめれ

れへんちゃうん。 

○委員長（清水  寛） ちょっといいですか。そし

たら、今の文面でいったら、基本構想、市政経営方

針の一層の推進を図るため、部を再編する豊岡市事

務分掌条例等の一部改正する条例制定議案におい

て、ここはこのまま使いますよ。で、どうしようか

な。 

○委員（木谷 敏勝） いや、任せるで、もう。ここ

でやっとると時間かかるで。あと１５分かそこらし

かあれへんで。（「正副委員長に一任します」「任

せます」と呼ぶ者あり） 

○委員長（清水  寛） 分かりました。 

 そしたら、発表でこんなふうになりましたという

ことになりますので。 

○委員（木谷 敏勝） もう任せますで、確認は取っ

てもらわんでもええで。 

○委員長（清水  寛） はい。そうしましたら、委

員長報告についてですが、内容については、正副委

員長に一任願いたいと思いますので。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、異議なしと認め、

そのように決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

   午前１０時５７分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時５７分 分科会開会 

○分科会長（清水  寛） 分科会を再開します。 

 これより、３、協議事項、（２）意見・要望のま

とめについて、イ、分科会意見・要望のまとめに入

ります。 

 当分科会に審査を分担されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで、分科会意見・要望として、予算決算委員

会に報告すべき内容について協議いただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。特によろしいです

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） そしたら、分科会長報告

については、特にないということでよろしいですね。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） では、そのように決定し

ました。 

 以上で分科会を閉会します。 

   午前１０時５７分 分科会閉会 

──────────────────── 

   午前１０時５７分 委員会開会 

○委員長（清水  寛） 委員会を再開します。 

 これより、５、その他に入ります。 

 その他、委員の皆さんのほうから何かあればお願

いいたします。ないですか、いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、以上をもちまし

て総務委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

   午前１０時５８分 委員会閉会 

──────────────────── 


